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滞
納
処
分
で
差
し
押
さ
え
た
財
産
を

公
売
し
ま
す
。
参
加
条
件
、
注
意
事
項

等
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
税
務

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〇
動
産
公
売

▼
公
売
参
加
申
込
期
間　

８
月
23
日
㈪

午
後
１
時
〜
９
月
８
日
㈬
午
後
11
時

ま
で

▼
入
札
期
間　

９
月
14
日
㈫
午
後
１
時

〜
16
日
㈭
午
後
11
時
ま
で

▼
公
売
方
法　

Ｋ
Ｓ
Ｉ
官
公
庁
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
が
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
し
て
行
う
せ
り
売
り

▼
公
売
物
品　

二
輪
小
型
自
動
車
１
台

（
カ
ワ
サ
キ 

Ｚ
Ｒ
Ｘ
１
１
０
０
）

○
展
　
示

▼
場
　
所　

本
庁
１
階
町
民
ホ
ー
ル

▼
期
　
間　

９
月
６
日
㈪
午
前
９
時
〜

８
日
㈬
午
後
５
時
ま
で

▼
問
合
せ　

税
務
課
収
税
係

☎
72 

６
９
０
４

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
税
額
30

万
円
以
下
の
も
の
）
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
納
付
（
Ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ
！
公
金
支

払
い
、
税
額
１
０
０
万
円
未
満
の
も
の

（
決
済
手
数
料
別
途
）
）
、
ペ
イ
ジ
ー

に
よ
る
納
付
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
令

和
３
年
か
ら
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ
に
よ
る
納
付
が
で
き
ま
す

（
税
額
30
万
円
以
下
の
も
の
）
。

口
座
振
替
は
、
県
税
事
務
所
ま
た
は

金
融
機
関
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
１
期
分
の
納
税
通
知
書
に
、
２
期
分

の
納
付
書
を
同
封
し
て
い
ま
す
。

▼
納
付
期
限　

８
月
31
日
㈫
ま
で

▼
問
合
せ　

大
田
原
県
税
事
務
所
課
税

課
☎
23 

４
１
７
２

良
好
な
景
観
形
成
や
屋
外
広
告
物
の

適
正
な
管
理
等
を
推
進
す
る
た
め
、
全

国
的
に
９
月
１
日
〜
10
日
を
「
屋
外
広

告
物
適
正
化
旬
間
」
と
定
め
て
い
ま
す
。

こ
の
期
間
を
中
心
に
、
屋
外
広
告
物
の

規
制
制
度
の
周
知
や
違
反
広
告
物
等
の

パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
を
行
い
ま
す
。

広
告
物
を
掲
出
し
て
い
る
事
業
者
は
、

条
例
に
適
合
し
て
い
る
か
確
認
を
お
願

い
す
る
と
と
も
に
、
取
り
組
み
へ
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

建
設
課
景
観
係

☎
72 

６
９
０
７

差し押さえた財産を
インターネットで公売します

差し押さえた財産を
インターネットで公売します

差し押さえた財産を
インターネットで公売します

８
月
は
個
人
事
業
税
の
納
付
月
で
す

屋
外
広
告
物
適
正
化

旬
間
の
お
知
ら
せ

公売物品（カワサキ ＺＲＸ１１００）

公
共
交
通
機
関
の
利
用
促
進
と
高
齢

者
の
運
転
に
よ
る
交
通
事
故
減
少
を
目

的
に
、
運
転
免
許
を
自
主
返
納
し
た
方

に
町
内
公
共
交
通
機
関
で
利
用
で
き
る

回
数
券
等
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

▼
対
　
象　

町
に
住
民
登
録
し
て
い
る

65
歳
以
上
の
方
で
、
運
転
免
許
証
を

自
主
返
納
し
、
返
納
し
た
日
か
ら
１

年
を
経
過
し
て
い
な
い
方

※
自
主
返
納
と
は
、
本
人
が
自
ら
の
意

思
で
運
転
免
許
証
を
有
効
期
限
内
に
返

納
す
る
こ
と
で
す
。

▼
支
援
内
容　

次
の
回
数
券
か
ら
１
つ

を
選
び
、
１
万
５
千
円
以
内
で
交
付
。

な
お
、
交
付
は
１
人
１
回
限
り
で
す
。

・
那
須
町
民
バ
ス

・
デ
マ
ン
ド
型
乗
合
交
通

・
福
祉
タ
ク
シ
ー

※
回
数
券
は
、
後
日
、
自
宅
に
郵
送
し

ま
す
。

▼
申
請
場
所　

総
務
課
、
各
支
所

▼
持
ち
物　

栃
木
県
公
安
委
員
会
が
発

行
す
る
「
運
転
免
許
の
取
消
通
知

書
」
の
写
し

▼
問
合
せ　

総
務
課
防
災
交
通
係

☎
72 

６
９
０
２

運
転
免
許
自
主
返
納

支
援
事
業
の
お
知
ら
せ

野
生
の
き
の
こ
類
は
、
原
子
力
災
害

対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
、
出
荷
制

限
区
域
で
採
取
さ
れ
た
も
の
は
販
売
で

き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
出
荷
制
限
区
域
以
外
の
地
域

で
採
取
さ
れ
た
も
の
で
も
、
放
射
性
物

質
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
検
査
等
を
実
施
す
る

な
ど
、
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

検
査
結
果
や
出
荷
制
限
区
域
は
、
県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま
す
。

な
お
、
販
売
す
る
際
は
「
品
目
名
」

の
ほ
か
、
「
産
地
（
都
道
府
県
名
＋
市

町
名
）
」
と
「
野
生
」
の
表
示
を
徹
底

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ

○
野
生
の
き
の
こ
に
つ
い
て

県
北
環
境
森
林
事
務
所

☎
０
２
８
７
‐
2
3
‐
６
３
６
５

○
食
品
の
安
全
に
つ
い
て

県
北
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
８
７
‐
2
2
‐
２
３
６
４

野
生
の
き
の
こ
類
を

採
取
・
販
売
す
る
方
へ

作物別
モニタリング結果

出荷制限区域


